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消費者金融業者の広告における貸付金利に関する意見書

第１．意見の趣旨

消費者金融業者の広告においては 「有利誤認」あるいは「おとり広告」を防、

止する観点から 「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」を改定し、、

１．平均実質金利及び最多貸付金利を明らかにしなければならない。

２．平均実質金利及び最多貸付金利は、最低金利・最高金利（ ～以上～まで」「

という書き方）よりも、１．５倍以上の大きさの字で記載するなどして強調

されなければならない。

３．貸付実績の無い、あるいは、貸付実績がほとんどない最低金利を表記して

はならない。

との規制を設けることを求めます。

第２．意見の理由

１．特定非営利活動法人ひょうご消費者ネットについて

特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット（以下 「当ＮＰＯ法人」と言、

います）は、兵庫県神戸市に事務所を置く、消費者の権利確立のために、
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消費者被害防止・救済のための調査・研究及び支援事業、各種消費者被害

に関する情報の収集と一般消費者等に対する普及啓発事業等を行うことを

目的とする特定非営利活動法人で、２００８年５月２８日に、内閣総理大

臣より消費者契約法１３条に基づく適格消費者団体として認定されました。

なお、消費者団体訴訟制度は平成２１年４月１日より「不当景品類及び不

当表示防止法」にも対象が広げられます。

２．消費者金融業者の広告における貸付金利表示の現状について

平成２０年１１月時点において、国内大手消費者金融業者４社（アコム

・プロミス・武富士・アイフル）のホームページ上における貸付金利は下

記のとおりとなっております。

○ アコムの金利は・・・７．７％～１８．０％（実質年率） 当金利は新

規契約から適用されます 【アコム】。

○ 三井住友銀行グループのプロミスからよりよいサービスをお客様のため

に。新金利※登場！７．９％～１７．８％（実質年率） ※お利息の利率

は新規契約の方が対象となります 【プロミス】。

○ ９．１２５％～１８．０％＜実質年率＞【武富Brand New Takefuji
士】

○ 初めてのお客様はもちろん、再度ご利用のお客様に最適な返済プランを

ご提案します！６．８％～１８．０ 【アイフル】%
電車内の広告・テレビ ・ポケットティッシュなどにおいても同様のCM

表示がなされているものと認識しております。特に「最低金利」を「新金

利登場」などとして宣伝し、あたかも最低金利による融資が受けられるも

のとの期待を招くものが目立つようになってきております。

３．現状の金利表示の問題点

上記４社の広告における貸付金利表示を見てもわかりますとおり、多く

の消費者金融業者の広告においては貸付金利について「○○％～○○％ま

で」と「最低金利」以上「最高金利」以下との表示がなされております。

そして多くは「最低金利」と「最高金利」は同じ大きさのポイントで記載

されています。

しかしながら、このような幅のある金利表示では、その範囲内にある各

金利帯において顧客がどの程度の割合で融資を受けられているのか、各金

利帯における貸付実績は不明ですし、その商品における最多貸付金利も平

均実質金利も明らかにされておりません。上記アコムの例で言えば、７．

７％で貸付を受けることのできた顧客の割合も１８．０％で貸付を受ける

ことのできた顧客の割合も不明ですし、その金利で貸付を受けることがで

きた顧客が最も多い最多貸付金利帯も平均実質金利も不明です。貸付金利
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は消費者金融を利用する顧客の利害に最も関わる条件ですが、２倍以上の

差がある金利が表示されながらそれ以上の情報が広告に明らかにされてい

ないのです。

４．貸付金利の実態

当団体は、大手消費者金融業者４社のホームページを精査いたしました

が、各金利帯における貸付実績も最多貸付金利帯も平均実質金利も明らか

になりませんでした。そこで、当団体では国内大手消費者金融４社に対し

て、平成２０年４月１日から同年６月３０日までの間の５０万円以下の無

担保融資（新規契約）について、各金利帯ごとにその新規契約件数及び割

合を明らかにするように求めましたが、非公開の情報のため回答できない

とのことでした（別紙資料１及び２の１～４ 。）

もっとも、アコムからの回答（別紙資料２の１）によりますと、５０万

円以下の無担保融資においては、概ね「１４％超から１８％以下」となっ

ている旨の回答がございました。

また 大手消費者金融業者４社がホームページにおいて公開している ２、 「

００９年３月期 第２四半期決算」によりますと以下の事実が浮かび上が

りました。

① アコムの「２００９年３月期 第２四半期決算」によりますと２００

８年９月時点における消費者向け無担保ローンでは「１５％～１８％」

が７４万３４４４口座であり「１５％未満」の１７万６３１０口座を大

きく上回っています。ここには５０万円を超える大口の貸付顧客や長期

間取引を継続している顧客も含まれていることから、消費者金融におけ

る中心商品である５０万円以下の無担保融資についての新規顧客につい

ては「１５％未満」の口座数は更に減少するものと推測されます。

② プロミスの「四半期報告書（第４８期第２四半期 自 平成２０年７

月１日 至 平成２０年９月３０日」においても、平成２０年９月３０

日時点における無担保ローンでは「年率１５．０％超１８．０％以下」

は３６万１４０１口座であるのに対して「１５．０％以下」は１６万７

５５２口座にとどまります。ここでも５０万円超の大口顧客や長期取引

顧客が含まれていることや、１００万円以上の貸付における利息制限法

上の制限金利である「１５．０％」も含まれていることから、新規契約

における５０万円以下の無担保融資では１５％以下の金利で貸付がなさ

れた口座数は更に減少するものと推測されます。

③ 武富士の「四半期報告書（第４２期第２四半期）自 平成２０年７月

１日至 平成２０年９月３０日」では、平成２０年９月３０日時点にお

ける無担保ローンでは「年率１８．００％」は４３万５０１４口座であ
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るのに対し 「年率１７．００％」は１万８６４３口座 「年率１５．０、 、

０％」は２万４４４０口座 「年率１０．００％」は１万６７８５口座、、

「その他」は１万４９６２口座にすぎません。ここでも５０万超の大口

顧客や長期取引顧客も含まれていることを考慮すると新規契約における

５０万円以下の無担保融資では多くが最高金利である１８％でしか貸付

が受けられていないのではないかと推測されます。

④ アイフルの「四半期報告書（第３２期第２四半期 自 平成２０年７

月１日 至 平成２０年９月３０日」では平成２０年９月３０日時点に

おいて「年率１８．０％以上１９．０％」が１０９万３３０２口座 「年、

率１８．０％未満」が３７万４０４０口座とされているだけであり１８

％未満の貸付の詳細は不明です。ここでも５０万円超の大口貸付や長期

取引顧客も多く含まれています。

このように大手消費者金融業者４社の四半期報告書を見ると、貸付金利

の実態・詳細はなお明らかにならないものの、どの社においても無担保融

資全体においては、高い金利帯による貸付口座数が、低い金利帯による貸

付口座数に比らべて極めて多いという事実が浮かび上がります。これまで

利息制限法の制限金利である年率１８％を超える融資が行われており今な

お多くの顧客との関係では制限金利を超過する取引が継続されていること

や上記アコムの回答書をあわせて考慮すると実際には広告に表記されてい

る最高金利かそれに近い高金利による貸付がなされている場合が圧倒的多

数であり 「最低金利」による貸付実績はほとんどないのではないかとの疑、

念を抱かざるを得ないところです。

５．法令上の問題点～「おとり広告」の可能性

貸金業法１６条１項は誇大広告の禁止等として 「貸金業者は、その貸金、

業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付

の条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際

のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明

をしてはならない」と定め、第２項は「前項に定めるもののほか、貸金業

者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる

表示又は説明をしてはならない」とし、その１号は「資金需要者等を誘引

することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると

誤解させるような表示又は説明」と定めております。また不当景品類及び

不当表示防止法（景表法）４条１項は「事業者は、自己の供給する商品又

は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない」として

２号において「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のも

の又は当該事業者と競争関係にある他の事業者と競争関係にある他の事業
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者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認

されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると

認められる表示 （有利誤認表示）を禁止しております。また同条項３号を」

受けた「おとり広告に関する表示 （平成５年４月２８日公正取引委員会告」

示第１７号）では 「取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行う、

ための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができ

ない場合のその商品又は役務についての表示（１号 」及び「取引の申出に）

係る商品又は役務の供給量が著しく制限されているにもかかわらず、その

限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての

表示（２号 」が指定され表示が禁止されています。）

もし、消費者金融業者が広告において表示する「最低金利」について貸

付実績が全くない、あるいはほとんど存しない場合には、貸金業法１６条

１項及び２項１号、あるいは景表法４条１項２号及び３号に違反する可能

性があります。消費者金融業者は、かかる疑いを払拭するために各金利帯

ごとの貸付実績を明らかにするとともに、最多貸付金利帯及び平均実質金

利を明らかにして、一般的・平均的な消費者が５０万円以下の無担保融資

という消費者金融における主力商品においていかなる金利で融資を受ける

ことができるのかを明らかにすべきです。

６．自主規制基本規則による自主規制を求めます。

貴協会は、貸金業法３２条に定める事項を始めとする協会員が貸金業の

業務運営に関し遵守すべき事項及びこれに関連する事項を定めることによ

って、協会員の貸金業に係る業務の適正な運営を確保し、もって、資金需

要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること

を目的として「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」を定めてお

り、同規則においては第７節にて「広告及び勧誘に関する規則」を定めら

れているところです。もっとも同規則では 「○○％～○○％ 「最低金、 」、

利」以上「最高金利」以下との範囲を示す方式で行われる貸付金利の表示

に関する規制あるいは「最低金利」の表示に関する規制は何ら設けられて

おりません。しかし、これまで述べてきましたとおり 「○○％～○○％」、

という方式で示される金利表示では、一般的・平均的消費者がいかなる金

利で貸付を受けることができるのか、各金利帯における貸付の実績が分か

りません 「最低金利」で融資を受けられると期待して申し込んだが「最高。

金利 でしか融資が受けられなかったという事態も生じうるところですが」 、

万が一 「最低金利」による貸付実績が存在しない、あるいはほとんど存在、

しない場合には 「最低金利」表示は、いわゆる「おとり広告」として機能、

することとなり適切ではございません。上記金利表示に関する自主規制が
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求められます。

規制の参考としては、金融庁「貸金業制度等の実態に関する海外調査報

告 （金融庁「貸金業制度等に関する懇談会 （資料８－５－６）」 」

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20051208-1/09.pdf）において報告さ

れている、英国ＯＦＴ（公正取引庁）が公表している「広告規制 （消費者」

金融を対象）があります。

主な規制

ⅰ）広告は虚偽又は誤解を与えるような情報を含んではならない。

ⅱ）広告は明確でわかりやすい表現を用いなくてはならない。ローンなどについての

情報は必ず表示されなくてはならない。

ⅲ）重要な情報、例えば平均実質金利（ＡＰＲ 、宣伝文句（誘引）などは容易に確）

認でき、他の重要な情報と一緒に表示されなければならない。

「広告の実例と問題点」

ⅰ）別表２（契約条項に関連する事項で、広告中に記載されるもの）は、２．７パラ

グラフの中に表示しなければならない。

ⅱ）平均実質金利は他の条項よりもより強調されなければならない（greater

prominence）。

ⅲ）平均実質金利は他の支払うべき金銭よりもより強調されなければならない。

ⅳ）平均実質金利は、最低金利・最高金利（～以上～までという書き方）よりも強調

されなければならない。ちなみに、最低金利と最高金利は同等の目立ち方でなけれ

ばならない。

ⅴ）平均実質金利は、別表２よりも強調されなければならない。１．５倍以上の大き

さの字で記載しなくてはならない。

英国の広告規制においては金利の表示につき詳細な規制が加えられており、

その中でも「平均実質金利 （ＡＰＲ）に重きが置かれていることがわかりま」

す。これは、金融機関の貸付利率にある程度の幅がある場合であっても、実

際の貸付金利に関する情報を可能な限り正確に消費者に伝達すべき必要があ

るためです。

またわが国でも「不動産の公正競争規約施行規則」では不動産の「予定広

告」においては「予定最低価格（賃料 、予定最高価格（賃料）及び予定最多）

価格帯 を必要的な表示事項と規定しており参考となります ６条３項２号」 （ ）。

そこで、貴協会の定める自主規制においても、少なくとも

１．平均実質金利及び最多貸付金利を明らかにしなければならないこと
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２ 平均実質金利及び最多貸付金利は 最低金利・最高金利 ～以上～まで． 、 （「 」

という書き方）よりも、１．５倍以上の大きさの字で記載するなどして強

調されなければならないこと

３．貸付実績の無い、あるいは、貸付実績がほとんどない最低金利を表記し

てはならないこと

を定めるべきと考えます。貴協会における前向きな御検討をよろしくお願い

存じ上げます。なお本意見書は、金融庁・公正取引委員会等関係監督機関に

も送付いたしましたことを付け加えておきます。

以 上


